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金融機関（送付数594、回答数330、回収率55.5％） 

  任意後見・任意代理（代理人による取引）契約に関するアンケート  

 
第１ 任意後見契約発効前の任意代理契約による取引 
     ※ 任意代理契約（財産管理等委任契約）は、判断能力ある本人からの委任により、財産管理等を行うもので、

任意後見契約ではありません。 
※  地域福祉権利擁護事業による金融機関との取引はこのアンケートの対象から除いてください。 
 

Ｑ１．貴行では、任意代理契約に基づき、代理人による銀行取引を認めていますか？ 
   □認めている【102】   →  Ｑ２へ 
   □認めていない【179】  →  Ｑ10へ 
   □その他【44】（                          ） 

認めていない
55%

その他
14%

認めている
31%

 
銀行 
・原則認める  ２件 
 （確実に授権事実が確認できる場合） 
 （本人の申出がある場合） 
・原則認めない ２件 
 （認める場合として、キャッシュカードの代理人カード、貸し金庫開扉代理人、高齢者取引等） 
・個別対応   ６件 
・事例はない・規定がない・回答を控える  ４件 
 
信用金庫 
・原則認める  ３件 
 （本人の署名捺印による所定の代理人届提出すれば認める。） 
 （意思能力があれば署名できなても認めている。） 
・原則認めない ４件 
 （認める場合として、やむを得ない理由があり担当責任者が認める場合、公正証書の場合、当座勘定取引限定） 
・個別対応   ８件 
・事例はない・規定がない・回答を控える ５件 
・取扱いを検討中である ２件 
 

 
信用組合 
・個別対応   ２件 
・事例はない・規定がない・回答を控える ４件 
・取扱いを検討中であるもしくは今後検討する ３件 
 
Ｑ２．Ｑ１で認められている場合、金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用
の防止に関する法律（以下、「本人確認法」という。）で必要とされている場合以外についても、本人
確認をされますか？ 
   □必ず本人に会って確認する【26】 
   □原則として、本人に会って確認するが、本人が来訪できない場合は、電話で確認する【20】 
   □原則として、電話で確認するが、場合により本人に会って確認する【4】 
   □本人確認法に規定されている方法により本人確認を行う【50】 
   □確認しない【4】 
   □その他【15】（                          ） 

その他
10%

確認しない
4%

本人確認法に
よる
40%

原則電話で確
認
1%

原則本人に
会って確認

20%

必ず本人に
会って確認

25%

 
 
銀行 
・代理人本人と面談して、運転免許証等の公的書類にて本人確認を行う。 

・原則は本人と面談するが電話等により本人確認を行う 
・本人面談を原則とするが、不可能な場合は個別判断 

・取引の種類や金額に応じて、相応の方法により本人確認を行うことがある 

・当行所定の書類に記名の上、取引印の押印を受ける。必要と認められる場合は、電話等で本人に確認を行う。 

 
信用金庫 
・原則本人、取引内容によっては電話 
・代理人届提出時は原則本人に面談し確認する。以降の取引時は真正な代理人であることを確認する  
・役席が本人確認を行う。 
・毎回、本人に面談若しくは電話して確認又は委任状の提出。継続と取引の場合は、代理人届の提出を受ける。
代理人の住所変更等代理人にかかる変更手続きの場合も、本人確認とその旨を本人が承知していることを確認す
る。 
・本人からの授権が真正であることを確認するため、印鑑証明書等の一定の書類を添付していただきます。 
・代理人届提出時に本人確認を行い、その後の本人確認を必要とされている取引以外の場合においては不要であ
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る。 
・本人確認法施行後において、新規取扱いは実施されていない模様。        
 
信用組合 
・病状等重度で意志、行為能力がない場合は推定相続人全員の同意 

・本人確認法により確認するが、本人であるが、疑念がある場合は届出住所地に訪問し確認する 

 
 
Ｑ３．任意後見契約発効前において、任意後見契約とともに締結している財産管理に関する公正証書委
任契約書（任意代理契約書）に基づいて銀行取引等を行う場合、どのような書類を請求されますか？
（複数回答可） 
   □委任契約書【73】 
   □任意後見契約書【55】 
   □本人の委任状【50】 
   □その他【43】（                           ） 

（複数回答）
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銀行 
・代理人届  ７件 

・本人の印鑑証明書 １件 
・本人確認関係書類 １件 

・成年後見制度に関する届出書 １件 
・公正証書 １件 
・当該取引時に委任が解除変更されていないことが確認できる書類 １件 

・認めていない １件 

 
信用金庫 
・代理人届 １５件 
・本人の印鑑証明書 ５件 
・受任者の印鑑証明書 ３件 
・本人確認関係書類 ２件 
・受任者の本人関係書類 １件 
・委任状 ２件 
・取引ごとに本人に面談・電話で確認できれば必ずしも書類は請求しない。１件 

・取扱開始時、本人と面談し意志確認を行う。１件 
・取扱規程なし １件 
・原則不可 
・登記事項証明書 ２件 
・審判書の金融機関届出用抄本（理由部分のみを省略したもの）および確定証明書 １件 
 
信用組合 
・代理人届 １件 

・受任者の本人確認関係資料 １件 

・公正証書 １件 
・戸籍謄本 １件 

・取扱いなく回答できず １件 

 
 

Ｑ４．Ｑ３において、委任契約書が公正証書ではなく私署証書である場合、どのような書類を請求され
ますか？（複数回答可） 
   □委任契約書【65】 
   □任意後見契約書【45】 
   □本人の委任状【56】 
   □その他【45】（                           ） 

その他
21%

本人の委任状
27%

任意後見契約
書
21%

委任契約書
31%

 
銀行 
・Ｑ３と同じ １件 

・代理人届  ７件 
  （ただし、取引内容や委任契約内容により個別対応となるとの回答あり） 

・本人の印鑑証明書 ２件 

・代理人の本人確認関係書類 １件 

・規定上認めていない 

 

 
信用金庫 
・Ｑ３に同じ ４件 
・代理人届  １３件 
・本人の印鑑証明書 ６件 
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・受任者の印鑑証明書  ３件 
・戸籍謄本、推定相続人の印鑑証明書 １件 
・取引を認めない。 ３件          
・弁護士に相談の上、対応。 
・基本的には、法律上の代理人をたてることで対応予定 
・現時点で取扱い及び取り決めも無いため、個別協議、判断となる。     
・当該設問のケースを想定した事務取扱を定めていない  
・検討中 
 
 
信用組合 
・代理人届 １件 

・本人の印鑑証明書 ２件 

・受任者の本人確認関係書類 １件 

・担当弁護士確認 １件 

 
 

Ｑ５－１．Ｑ３（公正証書の場合）において、代理人が本人に代わって銀行取引等を行う場合、通常ど
のような手続となりますか？  
   □代理人届を提出し、以後代理人の届出印で取引を行う【99】 
   □取引のたびに、契約書の提示を求める【2】 
   □取引のたびに、本人の委任状の提示を求める【5】 
   □その他【17】（                           ） 

その他
14%

委任状の提示
4%

契約書の提示
2%

代理人の届出
印

80%  
銀行 
・取引の態様により異なり、”通常”どうとは一概に言えない。  １件 

・代理人の取引制限を設けるか否かにより異なる        １件 

・任意後見契約発効前の代理人取引の定めは無いが、本人による「代理人届」の記入が可であれば代理人取引は
可。     １件 

 
信用金庫 
・当該設問のケースを想定した事務取扱を定めていない    １件 
・代理人届の提出、取引のたびに委任状の提出、本人に対し毎回面談若しくは電話で確認のいずれかの方法をと
る。     １件 

・事例なし       
・代理人の本人確認  ２件 
・委任状を徴求、払戻し等では任意代理人の印のみでの対応を可とした。  １件     
・取引範囲が明確であれば、代理届による取引となるであろうが本質問に対しては明確なる回答できず。１件 
・代理人届提出後、預金者本人の届出印で取引を行う    ２件 
・取引の都度に、公的証明書等の提示を受け、本人確認を行います。 １件 
・Ｑ３に同じ 
・代理人届を提出し、以後代理人の届出印で入出金取引に限定して行う。 １件 
          
 
信用組合 
・来店者（代理人本人）の本人確認資料  １件 

・取引によっては本人の委任状を求める場合もある。 １件 

 
 
Ｑ５－２．Ｑ５－１の例外として、解約手続や払戻金額が多額であるなど、Ｑ－５－１と異なる対応が
必要な場合がありますか？あるとすればどのような取引ですか？ 
   □ない【59】 
   □ある【54】 

ある
48%

ない
52%

 
銀行 
・どちらともいえない。取引の態様により異なる。  ３件 

・任意代理取引における解約取引は不可   １件 

・僚店取引規制  １件 

・解約手続き、多額の払戻 本人にかかる届出事項の変更手続き（本人確認）  ３件 

・与信取引等   １件 

・諸届、各種契約等  １件 
・Ｑ３の回答が前提 
 
信用金庫 
・"①意思能力がない場合代理人届等は認めない ②預金口座開設取引の禁止 ③預金口座解約取引の禁止"
 １件 
・当該設問のケースを想定した事務取扱を定めていない  １件 
・解約や払戻し金額が多額の場合など  １５件 
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・代理人の住所変更等代理人にかかる変更手続きの場合も、本人確認とその旨を本人が承知していることを確認
する。      １件 
・任意代理の取引をする場合、事前に通常の払戻し金額の確定や異例取引（解約の申出）時の通知等は、決めて
おく。  １件 
・本人の不利益になる取引  １件 
・―本人の意思確認     ４件   
・多額で支払目的不明、喪失届、自動振替契約  １件 
・取引範囲が不明確なため返答できず。 １件 
・解約はないが、病院への支払等で多額となるケースはありえる。  １件 
・状況に応じて個別対応となる場合もある。  １件 
・契約日がある程度の期間を経過した場合。  １件 
・通常取引と異なる取引。   ４件 
・代理人取引は代理人届にて指定した口座の入出金取引に限定している。  １件 
・代理行為（代理権）の範囲を越える取引。事例としては、高額な解約・払戻し、投信・外貨預金等リスク商品
の購入（客側から見て）   １件 
・代理権目録（委任契約）を確認のうえ、取扱う。  １件 
・委任取引の範囲を限定している。  １件 
           
信用組合 
・解約手続や払戻金額が多額    ６件 

・不自然であると認めた場合は本人に確認する  ２件 

・契約の内容にもよりますが口座解約、届出、事項の変更などは対象外と考えております。 １件 

 
 

Ｑ５－３．Ｑ５－２において、あると回答された場合は、どのような手続が必要ですか？ 
   □代理人届を提出し、以後代理人の届出印で取引を行う【4】 
   □取引のたびに、契約書の提示を求める【1】 
   □取引のたびに、本人の委任状の提示を求める【4】 
   □面談・電話確認等により本人の意思確認が必要【44】 
   □その他【10】（                           ） 

面談・電話等
で意思確認

70%

その他
16% 委任状の提示

6%

契約書の提示
2%

代理人の届出
印
6%

 
銀行 
・明確な規定が無いため、個別事案に応じて対応する。  ２件 

・解約取引は不可    １件 
・代理人より徴求する書類はない １件 
・本人による手続き（書類等への本人の署名捺印）が必要 １件 
 
信用金庫 
・本人との取引のみで、本人に自署、押印を求める  １件 
・ケース、バイ、ケースあり  １件 
・本人から「変更届」を提出してもらう。  ３件 
・Ｑ5-2と同様。       
 
信用組合 
意見ナシ 
 
Ｑ６－１． Ｑ４（私署証書の場合）において、代理人が本人に代わって銀行取引等を行う場合、Ｑ３
（公正証書の場合）と手続は異なりますか。  

   □Ｑ５－１（公正証書の場合）と同様である【92】 
   □Ｑ５－１の場合と手続は異なる【11】 

Ｑ5-1と異なる
11%

Ｑ5-1と同様
89%

 
（以下は、「手続は異なる」と回答された場合のみ、ご記入ください） 
Ｑ６－２．手続が異なるとなると、原則としてどのような手続となりますか？ 
   □代理人届を提出し、以後代理人の届出印で取引を行う【6】 
   □取引のたびに、契約書の提示を求める【1】 
   □取引のたびに、本人の委任状の提示を求める【1】 
   □本人以外の取引は受け付けられない【1】 
   □その他【4】（                         ） 
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代理人の届出印

45%

契約書の提示

8%
委任状の提示

8%

本人以外の取引は

受付けない

8%

その他

31%

 
銀行 
・代理人が専門職等であれば「代理人届を提出し、以後代理人の届出印で取引を行いうるが、
そうでなければ、原則として本人以外の取引は受け付けられない。 
・明確な規定が無いため、個別事案に応じて対応する。 

 
信用金庫 
・当該設問のケースを想定した事務取扱を定めていない 
・私署証書の正当性について本人に面談又は電話等で確認 
・検討中 
 
信用組合 
・高額預金の解約等、本人の財産保全に大きな影響がある場合 

 
 

Ｑ６－３．解約手続や払戻金額が多額であるなど、Ｑ６－２と異なる対応が必要な場
合がありますか？あるとすればどのような取引ですか？ 
   □ない【3】 
   □ある【6】 

ある
67%

ない
33%

 
取引内容 
銀行 
・明確な規定が無いため、個別事案に応じて対応する。 

 
信用金庫 

・多額の現金支払い、振込等   ２件 
・Ｑ5-2と同様。 
・上記取引の他、借入等が発生する場合       
 
 
信用組合 
・解約請求、多額な払戻、出金頻度の著しい場合等 

 
 

Ｑ６－４． Ｑ６－３で｢ある」と回答された場合は、どのような手続が必要ですか？
   □代理人届を提出し、以後代理人の届出印で取引を行う【0】 
   □取引のたびに、契約書の提示を求める【0】 
   □取引のたびに、本人の委任状の提示を求める【2】 
   □面談・電話確認等により本人の意思確認が必要【6】 
   □その他【1】（                            
 

 
銀行 
・明確な規定が無いため、個別事案に応じて対応する。 

 
信用金庫 
意見ナシ 
 
信用組合 
意見ナシ 

 
 
Ｑ７．任意代理契約に基づく代理人届を提出した場合、預金名義人本人が取引をすることはできます
か？ 
   □できない【34】 
   □できる【71】 
   □その他【13】（                           ） 

その他
11%

面談電話
67%

本人の委任状
22%

契約書の提示 
0%

代理人届
0%
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その他
11%

できない
29%

できる
60%

 
銀行 
・明確な規定が無いため、個別事案に応じて対応する。 

・原則としては”できない”が、異例として認めるケース有。 

・当該取引は、現在対応していない。 

 
信用金庫 
・代理人に確認のうえ対応する。 
・本人確認法施行後は、代理人届提出による預金取引（当座預金は除く）は実施されないのが現状 
・検討中 
・代理人届提出時に選択する 
・本人の意思能力に問題の無い場合は取引できる 
・明確に規定しておりません 
 
信用組合 
・本人取引の場合、代理人に確認の上取扱う 

・代理人届を提出した時に今後の取引を決める文章を書き入れてもらう。 

・取扱いについては現在のところ定めていないが、事案発生時は顧問弁護士に問合せの上個別に対応を図る。 

 
 

 
Ｑ８．任意代理契約に基づく代理人届を提出した場合、代理人用のキャッシュカードの発行に応じます
か？ 
   □応じる【27】 
   □応じることはできない【74】 
   □その他【19】（                           ） 

応じる
23%

その他
16%

応じることはで
きない
61%  

銀行 
・明確な規定が無いため、個別事案に応じて対応する。 

・生計を共にする親族の場合のみ応じる       ３件 

・取引制限が設けられていない代理人であれば発行する。 

 
信用金庫 
・代理人が本人と生計を一にする親族であれば可（1名） ３件 
・「応じる」→本人に１日の払戻し額決定してもらう。 
・本人キャッシュカード発行している場合に応じる 
・場合により応じることができる。 
・個別事案により対応 
・発行済みの本人カードを回収し、代理人へカード発行を行う。      
・当座勘定取引のみのためキャッシュカードなし   ２件 
・明確に規定しておりません  
 
信用組合 
・今まで発行ない。払出は帳票にてお願いしている。 

・取扱いについては現在のところ定めていないが、事案発生時は顧問弁護士に問合せの上個別に対応を図る。 

・カード発行していない為 

 
 
 

Ｑ９．任意代理契約に基づく代理人届を提出した後、合意解除ではなく、委任者から受任者への解除通
知をした場合、その代理人届を消滅させるには、どのような手続が必要ですか？ 
   □内容証明郵便（配達証明書付）の写しを提出して委任者から所定の手続きを行う【71】 
   □その他（                           ）【44】 
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その他
38%

内容証明郵便
の写し
62%

 
銀行 
・代理人解任届の提出を受ける    ６件 

・明確な規定が無いため、個別事案に応じて対応する。  ４件 

・口座解約 

 
信用金庫 
・本人から解任届が必要    ２０件 
・委任者からの所定の手続きによる  ２件 
・事例なし 
・委任者から所定の手続きを行う。 
・委任者、代理人連署の通知書を提出  ２件 
           
 
信用組合 
・取扱いについては現在のところ定めていないが、事案発生時は顧問弁護士に問合せの上個別に対応を図る。 

・代理人関係届（代理人解任）  ３件 

 
 
第２ 任意後見契約発効後の任意後見契約による取引 
 
Ｑ10．任意後見監督人が選任された旨を任意後見人が届け出た場合、下記の手続は必要ですか？ 

（1）届出書に本人の実印押印            □必要【127】□不必要【170】 

不必要
57%

必要
43%

 
（2）本人の印鑑証明書の添付            □必要【122】□不必要【174】 

必要
41%

不必要
59%

 
（3）届出書に任意後見監督人の実印押印      □必要【210】 □不必要【88】 

不必要
30%

必要
70%

 
（4）任意後見監督人の印鑑証明書の添付      □必要【210】 □不必要【88】 

不必要
30%

必要
70%

 
（5）任意後見人の今後の取引に関する任意後見監督人の同意書 □必要【176】□不必要【120】 

不必要
41%

必要
59%
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Ｑ11．任意後見監督人が選任された旨を任意後見人が届け出た場合、任意後見人用のキャッシュカード
の発行に応じますか？ 
   □応じる【49】 
   □応じることはできない【216】 
   □その他【38】（                           ） 

その他
13%

応じることはで
きない
71%

応じる
16%

 
銀行 
・任意後見人が弁護士、司法書士または社会福祉士の場合は応じる   １件 

・ケースバイケースで応じている   ５件 

 

信用金庫 
・当該設問のケースを想定した事務取扱を定めていない  ５件 
・本人カードを発行する。   ２件 
・個別事案により対応   ７件 
・回答できない   １件 
・原則応じられない  ２件 
・現在応じていないが検討中。  ２件 
・ 
         
信用組合 
・全顧客にキャッシュカードを発行していない   ４件   

・取扱がない   ２件 

・基本的に応じることはできないと考えますが、本人の相続人又は近親者との実態によって応じる。   ２件 

・未決定   １件 

・今後検討   ２件 

・代理人カードにて発行可能   １件 

・想定していない。  １件 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

Ｑ12．任意後見監督人が選任された旨を任意後見人が届け出た後、預金名義人本人が取引をすることは
できますか？ 
   □できない【189】 
   □同一口座においてできる【47】 
   □本人取引用の口座を新たに開設するなど、口座を分ければできる【21】 
   □その他【45】（                           ） 

その他
15%口座を分けれ

ばできる
7%

同一口座でで
きる
16%

できない
62%

 
銀行 
・任意後見人との連名による預金の入出金可能  １件 

・任意後見人と協議のうえ対応する  １件 

・同一口座において、日用品の購入等に関する資金の払戻であれば取引可能。  １件 

・本人の取引に特段の制限は無い。  １件 

・選任時点での本人の意思能力等の状況次第で異なる。  １件 

・代理権付与の範囲を確認し、同意を確認のうえ対応する。  １件 

・特に定めはなく、個別対応  １件 

 
信用金庫 
・特に定めていない   ５件 
  但し、今後の検討課題と認識  １件 
・日常生活資金程度は本人取引可   ６件 
  但し、後見人からの念書の提出が必要。  １件 
・払戻しの場合は任意後見人の同意を得る  ２件 
・本人と任意後見人で取引  １件 
・個別事案により対応  ２件 
・役席が対応し、止むを得ないと判断した場合のみ本人取引可  １件 
・法的な状況が確認できない為回答できず。  １件 
・本人の意思能力に問題の無い場合は取引できる。  １件 
・口座の使用目的により、本人及び任意代理人と相談の上取引を行う。  １件 
・ 
信用組合 
・任意後見契約の内容による  ２件 

・今まで取引の例がなく不明  ２件 

・日常生活に関する行為であれば応じることがある。ただし、任意後見人に確認する。  １件 

・後見人の同意を原則とする。日常生活に必要な程度の金額については取引可能  １件 

・任意後見人の同意が得られれば取引可能  １件 
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・今後検討  ２件 

・現時点では対応を考えていません。  １件 

・個別に取引状況に応じて協議  ３件 

 
 

Ｑ13．Ｑ12において、本人が取引ができる場合、本人用のキャッシュカードの発行に応じますか？ 
   □応じる【23】 
   □応じることはできない【98】 
   □以前に本人に対してキャッシュカードが発行されていれば、それを使用することができる【21】 
   □その他【20】（                           ） 

その他
12%

以前発行した
カードを使用

できる
13%

応じることはで
きない
61%

応じる
14%

 
銀行 
・明確な規定が無いため、個別事案に応じて対応する。  １件 

・既に本人に対してキャシュカードが発行されている場合に限り、既発行分を回収して新たに発行する。 １件 

 
信用金庫 
・個別事案により対応  ２件 
・役席が対応して判断する。  １件 
・原則不可。必要性と諸条件（払戻上限金額設定等）により検討  １件 
・本人取引が出来ないのでカード発行も不可。  １件 
・本人取引用の口座のみ発行に応じる  １件 
・ 
信用組合 
・払出請求書（帳票）にてお願いする。  １件 

・未決定  １件 

・今後検討  ２件 

・現在キャッシュカードの取扱いを行っていません。  ３件 

・任意後見人の同意が得られれば応じる。ただし誓約書を求める。  １件 

・ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 
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第３ 本人死亡後における取引について 
Ｑ14．任意後見契約書（又は財産管理等委任契約書）の中に、葬儀の執行等に関する死後の事務につい
て委任契約が締結されている場合、または、別に死後事務委任契約が締結されている場合、本人死亡
の通知を受けた後も、受任者による預金の払戻しに応じますか？ 

 
   □応じる【42】 
   □場合によっては応じる【88】 

応じる場合の例 
 
銀行 
・葬儀費用の支払  ２件 

・相続人全員の了解が得られる場合。 ６件 

・葬儀費用等で緊急かつ必要性が認められる場合は支払いに応じる  ２件 

・次の三つを満たしている場合。  １件 
（・専門職等が受任者になる任意後見契約が結ばれていて、その受任者との
間で死後事務委任契約が締結されていること。・遺言がないこと。遺言があ
る場合には専門職等である受任者が遺言執行者に指定されていること。・委
任契約上、当該預金の払戻権限を委ねていることが明らかであること。） 

・委任された事務内容の範囲  １件 

・事務内容によっては相続人の同意  １件 

・該当事例なし。  １件 

・相続に関する内部規則に基づく処理となるため、受任者が相続人又は法定代 
 理人等であれば規定に従い払戻しは可能。  １件 

・葬儀の執行等に関する死後の事務についての委任契約又は別の死後事務委任
 契約に明記されている取引についてだけ応じる用意がある。  １件  
・具体的には規定していない。契約内容等による。  １件 

・ 
信用金庫 
・葬儀費用   １８件 
  内、葬儀費用に充当する旨の証明書がある場合  １件 
    領収書等による確認等にて対応する場合もありうる。  ３件 
    葬儀費用の金額の大・小に応じて対応する。（小の場合応じることも 
    ありうる）  １件 
    当金庫より振込みにより支払うこと。  １件 
・死後事務委任契約の内容の範囲内について応じる  １２件 
  ただし、手続時に改めて登記事項証明書（代理権目録）を提出していただ 
  き代理権等の範囲を確認する。  １件 
・相続人の同意のある場合  １８件 
・相続人・保証人の連署による念書および全員の印鑑証明書を徴求する。１件 
・身寄りのない人や親族との親交が長年ない場合、時間的に切迫して緊急を要
する場合には、被後見人の意思に反しない程度の葬儀費用、病院の入院費や
賃料等の払戻しに応じる。  １件 
・基本的には、相続手続きによる。相続人預金から、立替払いし、以後、相 
 続人どうしで精算するようお願いする。やむをえず支払う場合は、各種確認 
 書類を徴求のうえ原則全員の相続人から署名、実印を徴求のうえ応じる。 
                            １件 
 

信用組合 
・葬儀費用程度、明細確認振込等の扱い  １件 

・相続人の承諾  ７件 

・委任契約で記載されている事項  ３件 

・葬儀費用の払い戻し  ６件 

・熟知先で本人の希望を知っていた場合、相続人も了解している場合など 
                              １件 

・登記事項内容および相続人等を確認した上、払戻しに応じる。  １件 

・任意後見監督人に確認したり、場合によっては家庭裁判所、相続人等に状況
を聞くなどして総合的に判断したい。  １件 

・本人の相続人、又は近親者で後日のトラブルも発生しないことが予測され、 
 相続人の意思が信頼できれば場合によっては応じる。  １件 

 
 

   □応じることはできない【142】 
   □その他【30】（                           ） 

その他
10%

応じることはで
きない
47%

場合によって
は応じる

29%

応じる
14%

 
銀行 
・相続手続きによる  ２件 

・個別対応  ２件 

・公正証書の内容により検討する。  １件 

・ 

・ 

 
信用金庫 
・特に定めていない  ４件 
・個別対応  ２件 
・顧問弁護士と相談の上対応する。  ２件 
・事案がなく事務処理が定義されていないので、早急に検討する。  １件 
・法定相続人と協議し取扱う。  ２件 
・・  
 
信用組合 
・相続手続によって処理する  ２件 

・個別対応  １件 

・顧問弁護士と相談の上対応する。  １件 
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・未決定  ２件 

・被相続人の協議書等を確認のうえ取扱の是非について判定することになると思う。相続については被相続人間
での揉め事が多く判例との整合性を極めることも重要と思われる。  １件 

・取扱がない  １件 

・現時点では対応を考えていません。  １件 

・ 
 
 

金融機関名 回答部署 

 
 

 

 
 
 
 
ご協力ありがとうございました。なお、ご回答いただきました内容および集計結果は、承諾なく他の目的に
使用することはありません。 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


